
号

外�十一
令

和

六

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

私
学
振
興
・
青
少
年
課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

○
公
金
事
務
の
委
託

(

税

務

課)

一

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定

(

地
域
振
興
課)

二

○
公
金
事
務
の
委
託

(

同

)

二

○
公
金
事
務
の
委
託

(
産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課)

三

○
公
金
事
務
の
委
託

(
博

物

館)

三

規

則

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
六
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
号
中｢

環
境
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課｣

を｢

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
六
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 令和６年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
四
月
一
日



岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
七
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
八
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
九
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年４月１日 ( )２

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県

自
動
車
会
議
所

岐
阜
市
日
置
江
二
六
四

八
番
地
の
二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

の
名
称
及
び
住
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀

行東
京
都
千
代
田
区
大
手

町
二
丁
目
三
番
一
号

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

の
名
称
及
び
住
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地

自
動
車
税(

環

境
性
能
割
・
種

別
割)

及
び
軽

自
動
車
税
環
境

性
能
割
に
係
る

徴
収
金

指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託

し
た
公
金
事
務

に
係
る
歳
入
等

県
税
及
び
特
別

法
人
事
業
税
に

係
る
徴
収
金

指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託

し
た
公
金
事
務

に
係
る
歳
入
等

令
和
六
年

四
月
一
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
の
指
定

を
し
た
日

令
和
六
年

四
月
一
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
の
指
定

を
し
た
日

令
和
六
年

四
月
一
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
に
委
託

を
し
た
日

令
和
六
年

四
月
一
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
に
委
託

を
し
た
日

令
和
六
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
七
年
四
月
七
日

ま
で

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

に
委
託
す
る
期
間

令
和
六
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

に
委
託
す
る
期
間

株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀

行 指
定
公
金
事
務
取
扱
者

の
名
称
及
び
住
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地

楽
天
グ
ル
ー
プ
株
式
会
社

東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
一

丁
目
一
四
番
一
号

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井

町
一
番
三
号

株
式
会
社
さ
と
ふ
る

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁

目
二
番
一
号

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
バ
ン

ク東
京
都
品
川
区
上
大
崎
三

丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
十
六
カ
ー
ド

岐
阜
市
神
田
町
七
丁
目
一

二
番
地

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称

及
び
住
所
又
は
事
務
所
の

所
在
地

ふ
る
さ
と
ぎ
ふ

振
興
寄
付
金
に

指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託

し
た
公
金
事
務

に
係
る
歳
入
等

同
右

同
右

同
右

同
右

令
和
六
年
四
月
一

日 指
定
納
付
受
託
者

の
指
定
を
し
た
日令

和
六
年

四
月
一
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
の
指
定

を
し
た
日

同
右

同
右

同
右

同
右

ふ
る
さ
と
ぎ
ふ
振
興

寄
付
金
に
係
る
寄
附

金 指
定
納
付
受
託
者
が

行
う
納
付
事
務
に
係

る
歳
入
等令

和
六
年

四
月
一
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
に
委
託

を
し
た
日

令
和
六
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
七
年
三
月
三
十

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

に
委
託
す
る
期
間

同
右

同
右

同
右

同
右

令
和
六
年
四
月
一
日

か
ら
令
和
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

指
定
納
付
受
託
者
に

歳
入
を
納
付
さ
せ
る

期
間



岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
号

地
方
自
治
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
一
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
岐
阜
県
博
物
館
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
に
関
す
る
告
示(

平
成
三
十
一
年
岐
阜
県
告

示
第
二
百
三
十
一
号)

は
、
廃
止
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 令和６年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

の
名
称
及
び
住
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
ブ
イ
・
ア
ー

ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ

ザ
一
丁
目
一
番
地

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

の
名
称
及
び
住
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
大
手

町
二
丁
目
三
番
一
号

指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託

し
た
公
金
事
務

に
係
る
歳
入
等

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ

も
の
づ
く
り
支

援
セ
ン
タ
ー
目

的
外
使
用
料
及

び
施
設
賃
貸
借

料 指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託

し
た
公
金
事
務

に
係
る
歳
入
等

係
る
寄
附
金

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
の
指
定

を
し
た
日

令
和
六
年

四
月
一
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
の
指
定

を
し
た
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
に
委
託

を
し
た
日

令
和
六
年

四
月
一
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
に
委
託

を
し
た
日

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

に
委
託
す
る
期
間

令
和
六
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

に
委
託
す
る
期
間

一
日
ま
で

昭
和
建
物
管
理
株
式
会

社
岐
阜
支
社

岐
阜
市
宇
佐
南
四
丁
目

八
番
一
六
―
二
〇
一
号

岐
阜
県
博
物
館

条
例(

昭
和
五

十
一
年
岐
阜
県

条
例
第
八
号)

第
六
条
に
規
定

す
る
入
館
料

令
和
六
年

四
月
一
日

令
和
六
年

四
月
一
日

令
和
六
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年４月１日 ( )４

令
和
六
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


